
健康福祉委員会資料 

（健康福祉局関係） 

１ 陳情の審査 

 (3) 陳情第１１１号 人間らしい生活の保障を求める国への意見書提出を求める陳情 

資料１ 一時扶助・被保護者等慰問金支給制度・生活保護基準について 

参考資料１ 平成２９年７月１日からの生活保護基準額表（抜粋） 

平成３０年１月１８日 

健康福祉局 



一時扶助・被保護者等慰問金支給制度・生活保護基準について

廃止年度 都市・県名

平成9年度から廃止 北九州市

平成12年度から廃止 札幌市、福岡市

平成15年度から廃止 静岡市

平成16年度から廃止 仙台市、さいたま市、川崎市、横浜市、京都市、神戸市、広島市、神奈川県

平成17年度から廃止 大阪市、堺市

平成18年度から廃止 千葉市、名古屋市

平成25年度から廃止 新潟市

※相模原市（H22）、浜松市（H17）、岡山市（H21）、熊本市（H24）は政令市移行時に制度なし

政令指定都市及び神奈川県慰問金実施状況

１ 一時扶助について 

（１）一時扶助の内容 

被服や家具什器の更新その他通常予測される生活需要については、経常的最低生活費（基準生

活費、加算等）の範囲内で賄われることが原則であり、被保護者が、計画的に順次更新していく

べきものである。 

しかし、火災により家財道具を焼失した場合や単身の長期入院患者が退院して新たに居を構え

る場合等予想外の事故や生活の場の転換に際し最低生活の基盤の物資の確保に多額の費用を必要

とする場合には、経常的最低生活費の範囲内でのやりくりは困難となる場合が考えられる。 

このため、一時扶助は、このような特別条件下における臨時特別の需要に対応するものである。

ア 出生、入学、入退院等による臨時的な特別需要 

イ 新たに保護開始する際等に最低生活の基盤となる物資を欠いている場合の特別需要 

（２）一時扶助の種類 

○被服費 ○家具什器費 ○移送費 ○入学準備金 ○就労活動促進費 

○その他（・配電設備費 ・水道、井戸又は水道設備費 ・液化石油ガス設備費 ・家財保管料

・家財処分料 ・妊婦定期検診料 ・不動産鑑定費用等） 

＜生活保護手帳別冊問答集 問３－２２（答）＞ 

なお、「テレビの購入費や受信に要する電気料、修理費等の維持費は一般生活費のやりくりの

なかで賄うべきものであり、その費用を支給することはできない」との国の見解があり、一時扶

助で認定することはできない。 

３ 生活保護基準について 

生活保護基準については、生活保護法第８条に規定されており、厚生労働大臣が定めるものとなっ

ている。 

＜生活保護法＞ 

 第８条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、

その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。  

２ 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて

必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえ

ないものでなければならない。 

生活扶助基準については、毎年度、国民の消費動向や社会経済情勢を総合的に勘案し、一般国民の消費実態と

の均衡が適切に図られるよう改定が行われている。また、平成１６年の「生活保護制度の在り方に関する専門委

員会」による提言を受け、この均衡が適切に図られているか定期的に見極めるため、全国消費実態調査等を基に

５年に１度検証を行うこととなっており、前回は平成２４年に行われ、５年経過した今年度、検証が行われた。 

（１）平成２５年度から平成２７年度の生活保護基準見直し 

①生活扶助（基準生活費） 

     社会保障審議会（生活保護基準部会）における検証結果を踏まえ、年齢・世帯人員・地域差による影響を調整

するとともに、デフレ傾向が続いたにもかかわらず、基準額が据え置かれたことなどを勘案したことにより、

基準生活費を減額１０％の範囲内で３か年かけて段階的に見直しを行った。 

     期末一時扶助は、世帯人数倍の支給額から世帯規模の経済性（スケールメリット）を導入した。 

冬季加算は、地区別水準見直し、世帯人数・級地別の格差の是正を行った。 

    ②勤労控除見直し、就労自立給付金創設等、自立支援に向けた施策の強化 

     基礎控除については、全額控除が8,000円から15,000円に増額 

     収入が増えるほど控除率が低下していたものを、一律１０％とした。 

    ③住宅扶助 

     各地域における家賃実態を把握し、単身世帯の住宅扶助上限額の見直し、世帯人数区分及び地域区分の細

分化、さらに床面積に応じて上限額を減額する仕組みを導入。 

（２）平成２９年度検証を踏まえた平成３０年度から平成３３年度の生活保護基準見直し案（平成29年12月22日閣議決定） 

①一般低所得世帯の消費実態（年齢、世帯人員、居住地域別）との均衡を図り、生活扶助基準の見直し（増減額）を行う 

「世帯への影響に十分配慮」し、個々の世帯での生活扶助費、母子加算等の合計の減額幅を5％以内にとどめる。 

※見直しは段階的に実施（平成30年10月から3段階を想定） 

②児童養育加算（支給対象を「中学生まで」から「高校生まで」に拡大） 

    現行：月10,000円(3歳未満等15,000円)/中学生まで ⇒ 見直し後：月10,000円/高校生まで 

③母子加算（子どものいる家庭の消費実態を分析） 

現行：母子（子ども1人）の場合 平均月約21,000円 ⇒ 見直し後：平均月17,000円 

④教育扶助・高等学校等就学費 

・クラブ活動費の実費支給化：年額61,800円 ⇒ 年額83,000円（実費上限） 

・入学準備金（制服等の購入費）の増額：63,200円（実費上限） ⇒ 86,000円（実費上限） 

・高校受験料支給回数の拡大、制服等の買い直し費用の支給 

⑤進学準備給付金（仮称）の創設 

・生活保護世帯の子どもの大学等への進学を支援するため、一時金を支給 

  自宅生 100,000円  自宅外生 300,000円 

    ・世帯分離の取扱いは維持するが、自宅から通学する場合の住宅扶助減額は行わない 

     ※世帯分離とは、保護の実施は世帯を単位として行うのが原則であるが、世帯員の大学への就学等が特に世帯の自立

助長に効果的であると認められる場合には、同一世帯ではあるが保護の要否程度を決定する上で別世帯と同じよう

に扱うという擬制的措置である。世帯分離措置の効果として、保護を受けないこととなった世帯員は、基準に定め

る最低生活費が計上されないことになる。 

２ 川崎市被保護者等慰問金支給制度について（昭和 32 年創設、平成 16 年度廃止） 

○生活保護法による被保護者等に対し、夏期及び年末に慰問金の支給を行う事業 

○本事業は昭和 32 年４月に市の単独事業として創設されたが、生活保護基準が年々増額改定された

ことにより生活保護世帯と一般世帯の生活水準の格差が改善されたことなどの観点から本制度の

見直しを行った。 

○平成 16 年度に神奈川県及び横浜市の制度廃止に合わせて、本市においても本事業を廃止 
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新規相談用

平成２９年７月１日からの 

生活保護基準額表（抜粋） 
（１級地－１） 

福 祉 事 務 所 一 覧 表 

福祉事務所名 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号 FAX 番号 

川崎福祉事務所 210-8570 川崎区東田町 8 

201-3255 201-3258 201-3297 

201-3259 201-3245 201-3265 

201-3187 201-3239 

201-3292 

大師福祉事務所 210-0812 川崎区東門前 2-1-1 
271-0149 271-0151 271-0153 

271-0155 
271-0127 

田島福祉事務所 210-0852 川崎区鋼管通 2-3-7 
322-1982 322-1983 322-1989 

322-1921 322-1998 
322-1994 

幸福祉事務所 212-8570 幸区戸手本町 1-11-1 
556-6652 556-6724 556-6687 

556-6626 556-6653 556-6712 
555-3191 

中原福祉事務所 211-8570 中原区小杉町 3-245 
744-3300 744-3303 744-3305 

744-3190  
744-3343 

高津福祉事務所 213-8570 高津区下作延 2-8-1 
861-3242 861-3243 861-3246 

861-3248 861-3344 
861-3238 

宮前福祉事務所 216-8570 宮前区宮前平 2-20-5 
856-3234 856-3247 856-3236 

856-3214 856-3292 
856-3171 

多摩福祉事務所 214-8570 多摩区登戸 1775-1 
935-3218 935-3221 935-3254 

935-3257 935-3268 935-3423 
935-3395 

麻生福祉事務所 215-8570 麻生区万福寺 1-5-1 965-5145 965-5245 965-5228 965-5205 

川 崎 市 健 康 福 祉 局 生 活 保 護 ・ 自 立 支 援 室  

月々の生活保護費は、前頁の基準生活費と本頁の収入

認定額とを比較して決まります。 

《収入認定の方法は？》 

１ 就労による収入 

 収入から次の各控除を控除した残額が収入認定額となります。 

・ 基礎控除 

 以下の「控除額表（概略）」のとおり、１か月の収入額に対応する額を控除します。 

※「１人目の就労者」とは、その世帯で最も収入の多い就労者をいいます。 

・ 新規就労控除（１１，２００円）

 新規に就労したため特別に経費を必要とする方で、要件に該当する場合に、６か月に限り控除します。 

・ 未成年者控除（１１，４００円）

 ２０歳未満の方が就労した場合に控除します。ただし、単身者などの場合は適用されません。 

・ 必要経費（実費）

 就労収入を得るための必要経費（「交通費」「税金」「社会保険料」など）が認められます。 

控除額表（概略） 

１か月の収入額 １人目の就労者の控除額 ２人目以降の就労者の控除額

～ 8,000 ～ 5,600 ～ 5,600

8,001 ～ 19,999 5,601 ～ 6,800 5,600 ～ 5,780

20,000 ～ 39,999 7,290 ～ 9,210 6,200 ～ 7,830

40,000 ～ 59,999 9,700 ～ 11,620 8,240 ～ 9,880

60,000 ～ 79,999 12,100 ～ 14,030 10,290 ～ 11,920

80,000 ～ 99,999 14,510 ～ 16,060 12,330 ～ 13,650

100,000 ～ 119,999 16,250 ～ 17,060 13,820 ～ 14,500

120,000 ～ 139,999 17,260 ～ 18,060 14,670 ～ 15,350

140,000 ～ 159,999 18,260 ～ 19,100 15,530 ～ 16,230

160,000 ～ 179,999 19,290 ～ 20,130 16,390 ～ 17,110

180,000 ～ 199,999 20,270 ～ 21,170 17,230 ～ 17,990

200,000 ～ 219,999 21,270 ～ 22,070 18,070 ～ 18,760

220,000 ～ 231,999 22,270 ～ 22,670 18,940 ～ 19,270

232,000 ～ 22,760 19,350

※ この表は、生活保護が必要かどうかを判断するためのものですので、生活保護を受給中の方については

控除額が異なります。詳しくは、担当に御確認ください。 

２ 就労収入以外の収入 

 原則として収入の全額を収入認定しますが、収入の種類によっては一部又は全部が控除されることもあり

ますので、担当に御確認ください。 

（１）恩給、年金などの法律に基づいて支給される収入 （２）仕送り、贈与などの収入 

（３）間代等の財産収入 （４）県・市の各手当などで一定の金額を超えた収入 

（５）財産処分又は保険金その他の臨時収入 など 

《生活保護は必要でしょうか？》 

 前掲【基準生活費の具体例】の場合で、次の収入がある場合の計算のしかたです。 

就労収入 150,000 円、税・交通費など 26,780 円、児童手当 10,000 円 

〔基準生活費〕－〔収入－控除〕＝最低生活に不足している額 

〈就労収入〉 〈基礎控除〉 〈経費〉

２１８,３８０円 150,000 -( 18,660 + 26,780 ) １０３,８２０円
〈児童手当〉

+ 10,000

－ ＝

最低生活に
不足している額

基準生活費 収入認定額 １１４,５６０円

※ 詳しくは、福祉事務所におたずねください。 
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介護保険料加算 ６５歳以上で介護保険料を支払う場合は、その額を加算します。 

児童養育加算 

15 歳に達する日以後

の最初の 3月 31 日ま

での間にある児童の

養育にあたる方が対

象となります。 

第１子、第２子 
３歳未満 １５，０００円 

３歳以上 １０，０００円 

第３子以降 

１２歳未満 
（12歳に達する日以後の最初の3月31日まで）

１５，０００円 

１２歳以上 １０，０００円 

※１ 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある児童又は 20 歳未満で障害者加算の受給対象と

なる世帯員を養育する母子世帯などが対象となります。 

※２ 手帳の等級とは一致しない場合がありますので、担当に御確認ください。 

２ 住宅費 

家賃・間代・地代（月額賃借料のみ） 

１人 ２人 ３～５人 ６人 ７人以上

５３，７００円以内 ６４，０００円以内 ６９，８００円以内 ７５，０００円以内 ８３，８００円以内

※１人世帯においては、住居等の床面積が１５㎡以下の場合は金額が異なります。詳しくは、担当に御確認

ください。 

３ 教育費 

 基準月額 ＋ 学級費 ＋ 学習支援費 の額 

（給食費は別途となります。教材費はその種類・品目で判断されます。） 

 小学校等 ５，５１０円  中学校等 ９，４９０円 

生活費を決める基準は、１：基準生活費、２：住宅費、３：教育費の合計金額です。 

４ 臨時生活費 （１）被服費 （２）家具什器費 （３）移送費 （４）入学準備金 等

５ 介護費 直接、福祉事務所から介護機関に支払います。

原則は、生活保護の指定介護機関を利用した場合に限ります。 

６ 医療費 直接、福祉事務所から医療機関に支払います。

原則は、生活保護の指定医療機関に受診した場合に限ります。 

７ 出産費 施設（病院等）分娩 293,000 円以内  居宅分娩 262,000 円以内

８ 生業費 生業費 46,000 円以内  技能修得費 78,000 円以内  就職支度金 31,000 円以内

高等学校等就学費（基本額・教材費・学習支援費・授業料（※３）・入学料・ 

入学考査料・通学交通費） 

※３ 高等学校等就学支援金の対象になる方を除きます。 

９ 葬祭費 死亡人が大人の場合 206,000 円以内  子どもの場合 164,800 円以内 

【基準生活費の具体例】 （国のモデルによる１級地‐１の基準） 

世帯例：33歳、29歳、4歳の 3人世帯／いずれもが在宅／家賃 60,000 円の場合 

生活扶助基準①（Ａ） 生活扶助基準②（Ｂ）

33歳 41,440円 38,430円
29歳 41,440円 38,430円 児童養育加算 住宅費
4歳 27,110円 29,970円 148,373円 ＋ 10,000円 ＋ 60,000円

1.0000 0.8350
54,840円 59,170円 ≒ ２１８，３８０円

164,830円 148,373円 1円未満の端数は切り捨てます。

10円未満の端数は10円に切り上げます。

Ａ×0.9　148,347円（Ｃ）

ＢまたはＣの
額の多い方

第
１
類
逓減率

第２類

１ 基準生活費 

（１）在宅

第１類（食費等）
年　齢 生活扶助基準①（月額） 生活扶助基準②（月額）

０ ～ ２ ２１,５１０円 ２６,６６０円
３ ～ ５ ２７,１１０円 ２９,９７０円
６ ～ １１ ３５,０６０円 ３４,３９０円
１２ ～ １９ ４３,３００円 ３９,１７０円
２０ ～ ４０ ４１,４４０円 ３８,４３０円
４１ ～ ５９ ３９,２９０円 ３９,３６０円
６０ ～ ６９ ３７,１５０円 ３８,９９０円
７０ ～ ３３,２８０円 ３３,８３０円

第２類（光熱水費等）
人員 生活扶助基準①（月額） 生活扶助基準②（月額）
１ 人 ４４,６９０円 ４０,８００円
２ 人 ４９,４６０円 ５０,１８０円
３ 人 ５４,８４０円 ５９,１７０円
４ 人 ５６,７６０円 ６１,６２０円
５ 人 ５７,２１０円 ６５,６９０円
６ 人 ５７,６７０円 ６９,３６０円
７ 人 ５８,１２０円 ７２,２２０円
８ 人 ５８,５７０円 ７５,０８０円
９ 人 ５９,０２０円 ７７,９４０円
１０人 以上１人増すごとに

　　＋４５０円 ＋２,８６０円

逓減率
逓減率① 逓減率②
１.００００ １.００００
１.００００ ０.８８５０
１.００００ ０.８３５０
０.９５００ ０.７６７５
０.９０００ ０.７１４０
０.９０００ ０.７０１０
０.９０００ ０.６８６５
０.９０００ ０.６７４５
０.９０００ ０.６６４５

以上
０.９０００ ０.６６４５

※ 第２類は、入院・入所者を除く在宅人員で算定します。 

冬季加算（11月～３月）

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人 ９人
10人以上1人

増すごとに

2,580円 3,660円 4,160円 4,490円 4,620円 4,910円 5,120円 5,280円 5,450円 ＋170円

期末一時扶助（12月のみ） ※入院・入所者も期末一時扶助の算定対象となりますが、金額は異なる場合があります。

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人 ９人
10人以上1人

増すごとに

13,890円 22,650円 23,340円 26,260円 27,370円 31,120円 33,060円 35,010円 36,670円 ＋1,670円

（２）入院生活費 （３）介護施設生活費

日用品費 ２２,６８０ 円以内

冬季加算 ９８０ 円

基本生活費 ９,６９０ 円以内
冬季加算

介護施設入所者加算 ９,６９０ 円以内 ９８０円
（他の加算との調整があります）

（４）加算 世帯やその人の状態によって、次のような加算が加わります。 

妊産婦加算 
妊娠６か月未満 ８，９６０円 妊娠６か月以上 １３，５３０円 

産婦（出産月から３か月間） ８，３２０円（専ら母乳による場合は６か月間） 

母子加算 

※１ 

児童数 １人のみ ２人 ３人目から１人増すごとに 

居 宅 ２２，７９０円 ２４，５９０円 ＋９２０円 

入院等 １８，９９０円 ２０，５２０円 ＋７５０円 

障害者加算 

障害等級表 １～２級 ※２ ３ 級 常時介護が必要な場合 １４，５８０円 

居 宅 ２６，３１０円 １７，５３０円 家族が介護している場合 １２，２３０円 

入院等 ２１，８９０円 １４，５９０円 他人が介護している場合 ７０，０８０円以内

在宅患者加算 １３，０２０円 放射線障害者加算 （１）４２，９６０円 （２）２１，４８０円


